
[認知症対応型共同生活介護事業]

計

認知症共
同

生活介護

医療連
携     体
制加算

(1)

サービス提供
体制強化加

算
(Ⅰ）

口腔衛生
管理体制

加算

認知症専
門

ケア加算

介護職員
処遇改善

加算
11.1％

介護職員等特
定

処遇改善加算
（Ⅱ）　　　3.1％

1,100×30日 1,230×30日 500×30日 748×30日 22 × 30日 30×1月 4 × 30日

33,000 36,900 15,000 22,440 660 30 120 2,581 721 111,452

1,100×30日 1,230×30日 500×30日 752×30日 39 × 30日 22 × 30日 30×1月 4× 30日

33,000 36,900 15,000 22,560 1,170 660 30 120 2,724 761 112,925

1,100×30日 1,230×30日 500×30日 787×30日 39 × 30日 22 × 30日 30×1月 4× 30日

33,000 36,900 15,000 23,610 1,170 660 30 120 2,840 793 114,123

1,100×30日 1,230×30日 500×30日 811×30日 39 × 30日 22 × 30日 30×1月 4 × 30日

33,000 36,900 15,000 24,330 1,170 660 30 120 2,920 816 114,946

1,100×30日 1,230×30日 500×30日 827×30日 39 × 30日 22 × 30日 30×1月 4× 30日

33,000 36,900 15,000 24,810 1,170 660 30 120 2,974 830 115,494

1,100×30日 1,230×30日 500×30日 844×30日 39 × 30日 22 × 30日 30×1月 4 × 30日

33,000 36,900 15,000 25,320 1,170 660 30 120 3,030 846 116,076

*　入居一時金は不要です。

*　処遇改善加算は月の介護報酬に対する11.1％加算になりますので、小数点の関係で、

   日割りした場合には若干の誤差が生じます。また、その他初期加算等で若干費用が異なります。

*　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）は月の介護報酬に対する3.1％加算になりますので、小数点の関係で、

　 日割りした場合には若干の誤差が生じます。また、その他初期加算等で若干費用が異なります。

*　食費は一日単位でご請求させて頂きます。

令和3年4月1日改正

社会福祉法人　長生会

グループホームまつざきの宿　利用料金表
１ヶ月30日にて算定

介護度 家　賃 食材費 光熱水費

介護保険自己負担（１割負担）

要支援
２

要介護
１

要介護
２

要介護
３

要介護
４

要介護
５

*特例的な評価としてR3.4月から9月迄の間、基本報酬に0.1％の単位数が上乗せされます。



　　・死亡日30日前～4日前

　　・死亡日前日及び前々日

　　・死亡日

初期加算 入居された日から30日間 30円/日

　ベッドレンタル料金 2,500円（1ケ月あたり）

認知症対応型特定
処遇改善加算Ⅱ

介護人材確保
のための取組をより一層進めるため、経
験・技能のある職員に重点化を図りなが
ら、介護職員の更なる処遇改善を進める。
加算単位数＝（基本サービス費＋各種加
算）×3.1％

料金表を参照
（小数点以下四捨五入）

介護職員処遇改善
加算

平成24年4月の介護報酬改定により、介護
サービスに従事する介護職員が将来展望
を持って働き続けることの出来るように、職
員処遇及び賃金の改善に充てられることを
目的として創設されました。
加算単位数＝（基本サービス費＋各種加
算）×11.1％

料金表を参照
（小数点以下四捨五入）

看取り介護加算

医師が回復の見込みがないと診断した利
用者の介護に係る計画が作成され、医師・
看護師・介護職員などが共同して利用者や
家族に説明を行い、同意を得て介護が行
われている場合に算定いたします。

　　・死亡日45日前～31日前 72円/日

144円/日

680円/日

1,280円/日

退居時相談援助
　　　加算

退居後居宅へ戻り、在宅サービス又は地域
密着型サービスを利用される場合の相談
援助を受けられた場合、1回を限度とし加算
されます。細かな基準がありますので、居
宅へ戻る為に退居される場合に詳しくご説
明致します。

400円（１回のみ）

令
和
3
年
度
新
規
加
算

入居者の入退院支
援の取り組み

ア.入院後３カ月以内に退院が見込まれる
入居者様について、退院後の再入居の受
け入れ体制の整備に対して、１月に６日を限
度とし一定単位の算定をいたします。

246円/日

イ.医療機関に1カ月以上入院した後、退院
して再入居する場合も初期加算の算定をい
たします。

30円/日

介護サービスの質の
評価と科学的介護
の取り組みの推進

CHASE・VISITへのデータ提出とフィード
バックの活用によりPDCAサイクルの推進と
ケアの質の向上を図る取組を推進する。

40円/月

緊急時の宿泊対応
の充実

地域における認知症ケアの拠点として在宅
高齢者の緊急時の宿泊ニーズを受け止め
る

90円/日

※上記令和3年度新規加算については、該当者様のみ算定させて頂きます。




